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Ⅰ. 法人の概要 

1. 法人の目的 

 学校法人国際基督教大学は、教育基本法及び学校教育法に従い、基督教の精神に基づ

き、「人権に関する世界宣言」の理想に則り、国際的協力の下に、大学その他の学校法

人及びこれに附属する研究施設を設置することを目的とする。（学校法人国際基督教大

学寄附行為第 2条） 

 

2. 法人の所在地、役員・評議員、沿革 

（1）所在地 学校法人国際基督教大学 

   〒181-8585 東京都三鷹市大沢 3-10–2 

   ☎ 0422-33-3131（代表） 

（2） 役員・評議員（2020 年 6 月 1 日現在を掲載） 

 理 事 16 名 

  竹内 弘高（理事長） 

  富岡 徹郎 （常務理事 総務担当・高校担当） 

  新井 亮一 （常務理事 財務担当） 

東 哲郎  岩切 正一郎 近藤 勝彦 増渕 稔   

中嶋 隆  中嶌 裕一 中内 俊一郎  奈良橋 陽子 

酒井 綱一郎 櫻井 淳二 佐藤 久恵 円谷 恵   

梅津 順一 

 監 事 3 名 

  八田 陽子  河端 政夫  柴田 愛子 

 評議員 50 名 

 

（3） 沿革 

昭和 28 年 3 月 23 日 学校法人国際基督教大学設立認可 

昭和 28 年 3 月 23 日 国際基督教大学設置認可 

昭和 28 年 4 月 1日  国際基督教大学教養学部（人文科学科、社会科学科、自然科

学科）開学 

昭和 29 年 2 月 15 日 教養学部英語学科増設認可 

昭和 32 年 3 月 15 日 大学院教育学研究科修士課程(教育心理学専攻、教育方法学専

攻)設置認可 

昭和 33 年 3 月 25 日 大学院教育学研究科修士課程教育心理学専攻を廃止し、教育



原理専攻設置認可 

昭和 35 年 4 月 1日  教養学部英語学科を語学科に改称 

昭和 37 年 3 月 23 日  教養学部教育学科増設認可 

昭和 37 年 3 月 23 日  教育学専攻科設置認可 

昭和 38 年 3 月 29 日  大学院行政学研究科修士課程（行政学専攻）設置認可 

昭和 39 年 3 月 31 日  大学院教育学研究科博士課程（教育原理専攻、教育方法学専

攻）設置認可 

昭和 44 年 4 月 1日  教養学部自然科学科を理学科に改称 

昭和 51 年 3 月 25 日  大学院行政学研究科博士課程（行政学専攻）設置認可 

昭和 51 年 3 月 25 日  大学院比較文化研究科修士課程、博士課程（比較文化専攻）設

置認可 

昭和 52 年 10 月 18 日  国際基督教大学高等学校設置認可 

昭和 53 年 4 月 1日  国際基督教大学高等学校（普通科）開校 

昭和 62 年 3 月 18 日  大学院理学研究科修士課程（基礎理学専攻）設置認可 

平成 2年 12 月 21 日  教養学部国際関係学科増設認可 

平成 19 年 4 月 26 日  教養学部アーツ・サイエンス学科設置届出 

平成 21 年 4 月 27 日  大学院アーツ・サイエンス研究科設置届出 

平成 28 年 3 月 31 日  大学院理学研究科廃止届出 

平成 29 年 3 月 3日  教養学部人文科学科、社会科学科、語学科、理学科、教育学科

及び国際関係学科廃止届出 

平成 30 年 3 月 31 日  大学院行政学研究科廃止届出 

令和 2年 3月 31 日  大学院教育学研究科廃止届出 

 

3. 設置学校及び学部・学科・研究科等の入学定員、学生（生徒）数の状況（2019 年 5

月 1 日現在） 

（1）国際基督教大学 （1953 年 4 月 1 日開学） 

  学  長 日比谷潤子 

所在地 東京都三鷹市大沢 3-10-2 

   教養学部 アーツ・サイエンス学科 

   大学院  比較文化研究科 

アーツ・サイエンス研究科 

 ①教養学部定員及び実員 （単位：名） 

 入 学 定 員  総 定 員  実 員 摘 要 

教 養 学 部 合 計  620  2,480  3,068  

アーツ・サイエンス学科  620  2,480  3,068  

 



 ②大学院研究科定員及び実員 （単位：名） 

 入 学 定 員 総 定 員  実 員  

大 学 院 合 計  104  228  195  

比較文化研究科  ─ ─ 3  2010年 4月

募集停止 

アーツ・サイエンス研究科  104  228  195  

 

（2） 国際基督教大学高等学校 （1978 年 4 月 1 日開学） 

 校 長 中村一郎 

 所在地 東京都小金井市東町 1-1-1 

 全日制課程普通科 

 

 ① 高等学校定員及び実員 （単位：名） 

 入 学 定 員  総 定 員  実 員 

普 通 科 合 計  240 720 735 

うち帰国生 160 480 503 

一般生 80 240 232 

 

4. 教職員数 

（1） 大学教職員 

専任教員 155 名（客員教員を含む）   

非常勤講師 146 名 

専任職員 170 名（特別職員・一般嘱託・特別嘱託等を含む） 

（2）高等学校教職員 

専任教員 49 名 

非常勤講師 51 名 

専任職員 11 名 （一般嘱託・特別嘱託を含む） 
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【事業の概要】 

I. 大学 

本学は、1953年開学以来、学問への使命、キリスト教への使命、国際性への使命を掲げ、少人数制に

よるリベラルアーツ教育によって世界を舞台に活躍する人材を輩出してきた。その教育理念は「神と

人とに奉仕する」人の育成にある。このことは21世紀も変わることなく堅持する。 

文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」（事業期間は2014年度から2023年度までの10年）に

採択された本学の取組『信頼される地球市民を育むリベラルアーツのグローバルな展開』は、6年目に

あたる2019年度も実施計画を着実に遂行した。今後も本取組の推進により世界のリベラルアーツ大学

と協働して、本学の使命を果たしていく。 

さらに、理想とするリベラルアーツ教育を実践し、グローバル化を一層進めていくためには、これら

に相応しい学修環境の構築も重要な課題であるとの認識のもと、2019年度は本館と理学館の改修およ

び新館建設の基本計画策定に着手した。 

本学は、中長期的展望にたち、さらに発展し献学の理念を達成するために、2019年度は通常の事業に

加え以下の事業を行った。 

 

1. キリスト教精神に基づく教育環境の充実 

大学礼拝への積極的な奨励を中心に、キリスト教や聖書を通して、学生・教職員が自らの生き方や

学問・研究のあり方について考え、語り合う機会を醸成した。キリスト教週間やリトリート等の定例

行事に加え、学期外に行われる学生対象の行事を継続して行い、これらについてICU教会との情報共

有を強化し、連携を深めた。宗務部職員による全職員対象のキリスト教入門とフォローアップ・セッ

ションは3年目を迎え、隔月の開催が定着しつつある。 

 

2. ICUで学ぶ潜在的能力／資質を持つ入学者を選抜する制度の強化 

（1）一般入学試験 

2015年度の入試制度改革を機に、一般入試に関する情報訴求力を高めることを目的として策定

された複数年度にわたる学生募集方針に基づき、地域ブロック化を行い、高校訪問、大学説明会、

オープンキャンパス（三鷹及び地方）、高校/予備校教員対象の説明会等により高校教員、高校生

との接触の機会を増やすとともに高大接続に係る観点を共有する対応に努めてきた。その結果、

競合する大学が志願者数を減らす中、一般入試での志願者数は1,381名（昨年比104％）と微増とな

った。現状の広報施策は2021年度から急加速する18歳人口の激減期に向けての長期的展望による

施策であり、高等学校との地道な連携強化やさまざまな情報発信により、本学の教育に共感する

コア層を固め拡張することで、志願者減を少しでも食い止めることを目指している。今後も引き

続き、本施策を強化、継続していくことが肝要である。 

 



 

 

（2）ICU特別入学選考（AO入試） 

Aカテゴリーでは、利用できる英語の外部試験が追加となる2021年度制度変更の周知に加え、理

系のあるリベラルアーツの特徴とともにBカテゴリーの理数探求型について強調する広報を継続

して行った。Bカテゴリーは、「文理の枠を超えた学び」を 機軸として展開している一般入学試験

の広報に合わせて周知することで、理系志願者獲得を目指している。全体の志願者数は201名と例

年並を維持しており、Bカテゴリーの志願者数も昨年7名から8名と推移している。理学館で実施す

るモデル授業など新たな試みも開始しており、引き続き、リベラルアーツ教育の中のさらなる理

系志願者数確保を目指す。 

（3）指定校推薦入学試験 

国内ブロック化施策の下、指定校を中心とした上記施策に基づく高校教員への接触を強化した

結果、複数の学校において先方の希望による大学説明やモデル授業を実施することもでき、安定

した志願者確保の一つの要因となった。 

（4）ユニヴァーサル・アドミッションズ 

① 4月入学帰国生入学試験  

志願者数は259名と近年で突出した志願者を得た一昨年を大きく超える結果となった。外国籍学

生確保を目的とした海外リクルーティング強化の波及効果の中で、今後も安定した志願者確保を

目指す。 

② 4月／9月入学書類選考  

外国の教育制度で教育を受けた学生を受け入れる書類選考には、カウンセラーあるいは日本語

教師との信頼関係の構築に注力しながら展開してきた海外リクルーティングによる情報訴求効果

が明確に現れている。2015年度以降、増加傾向にある9月入学の志願者数400名を超えた昨年に比

べると微減の378名となったが安定した志願者数を確保できており、多様な教育制度を背景とした

学生確保に繋がっている。導入3年目となる4月入学では昨年比20%増となる125名の出願者を得る

ことができ、情報の確実な拡散定着が明確となった。 

③ 4月／9月入学国際学生入学試験／書類選考  

日本語と英語以外の言語で教育を受けてきた学生を受け入れるため、日本留学試験（EJU）を利

用した入試として新たに導入され4年目となる。昨年に引き続き都内及び関西エリアの日本語学校

を対象とした広報活動を大学院とも連携の上継続した結果、4月入学の志願者数は昨年18名から32

名、9月入学志願者数は6名から7名と順調に増加している。今後も首都圏から対象地域を広げ、日

本語学校等、大学院とも連動した広報活動を強化し、志願者の増加に注力していく。 

（5）国内広報活動  

大学キャンパスで開催する夏のオープンキャンパスの参加者は、ウェブ広告により露出を増や

した成果もあり、7000名を超えた。集客よりも教育の質を伝えることを重視したプログラムとし

て高大接続と絡めた内容でのプログラムを春のオープンキャンパスに盛り込むべく準備していた

が、コロナウイルス感染拡大の影響により、春のオープンキャンパスを来場型ではなくオンライ

ンで急遽実施することとなった。他大学が春のオープンキャンパスを軒並み中止とする中、プロ

グラムは限定的であったものの、オンラインで開催することができ、国内外の受験生の機会損失

を補うことができた。 

出張オープンキャンパスでは、昨年開催を見送った福岡を含め、大阪と名古屋の３会場で295名

の参加者を得た。出張オープンキャンパス参加者における本学入試への出願率は30%超えと高く、



 

 

地方での受験生、保護者及び高校/予備校教員に対する情報訴求の場として非常に重要な位置づけ

となっている。入試相談会、高校訪問、出張授業等も地域、高校を精査しつつ、重点地方3都市で

の出張オープンキャンパスを継続開催していく。 

（6）海外広報活動  

大学の方針に基づき、外国籍の4年本科生の獲得を目指す広報活動を行った。特に各地域のIBコ

ースを持つ学校については、大学院のIB教員養成プログラムとの連携の基盤構築を行った。 

 アジア： アジアの拠点地域を定め、現地校及びインターナショナル・スクールを中心にカ

ウンセラーに対して、引き続き、本学の教育の質を直接伝えることに注力した。現地校に向

けたリクルーティングのために導入されたメリット型奨学金と連動した新たなスキームに

よる選抜では、2020年も2名と安定的に優秀な入学者を確保できている。 

【シンガポール】2018年度途中で先方都合によるリエゾン・オフィス契約打切りとなったが、

これまで蓄積した情報やネットワークを活用し、大学独自での活動を展開することができた。

具体的には4月には上智大学、南山大学との3大学合同説明会を本学が企画実施し、現地にお

いて200名以上の参加を得た。9月には世界で生きる教育推進支援財団主催の大学説明会に参

加し70名と接触を図るとともに、現地インターナショナル・スクールIB校の訪問を実施した。

また、アジア国際支援財団の主催するシンガポール高校生の日本の大学視察ツアーを受入れ、

キャンパスにおいての大学説明やモデル授業、在学生との交流の場を提供した。 

【香港】秋に予定していた日本の複数大学による説明会が治安情勢悪化のため中止となり、

高校訪問も実施を見送った。重点校教員とは在学生の近況を報告するなど、定期的に連絡の

機会を確保した。 

 北米： 

【西海岸・ハワイ】北米のリエゾン・オフィスとの契約を継続し、西海岸及びハワイに重点

化して拠点校候補の開拓及びネットワーク化を含めた計画的広報活動を推進した。具体的に

はリエゾン・オフィスの提案する複数の日本の大学との合同説明会への参加（春及び秋）、

地域での重点高校訪問を行った。強化してきた高校教員とのネットワークが学校単位でのキ

ャンパス訪問にもつながる結果を得た。また、現地校に向けたリクルーティングのためのメ

リット型奨学金をハワイにも拡大、対象校を訪問して説明の機会を持った。3月には新年度

からの新執行部の北米訪問にあわせ、ロサンゼルスでOpen Campus in LAを開催すべく準備

していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により急遽中止した。2020年度内での実施

可能性を探る。実施した合同説明会やガイダンス参加者からの出願も増加していることから、

今後も米国籍、二重国籍を持つ生徒に加え、駐在の帰国生まで幅広い対象を想定した広報活

動を引き続き精力的に展開していく予定である。JICUFによる米国学生を対象とした奨学金

“USSI(United States Scholarship Initiative)”による情報拡散も引き続き大きな広報効

果となった。  

【東海岸】リエゾン・オフィスの東海岸への新たな展開提案を受け、シカゴ、ヒューストン、

ニューヨークにおいて他大学との合同説明会を実施した。特にニューヨークにおいては、

JICUFの協力のもと、単独の学校訪問を行い、JICUFとの協働体制の構築と確認ができた。リ

エゾン・オフィスを中心とする西海岸とJICUFの協力を仰ぐ東海岸という北米においての広

報展開の基盤を築いた。これを契機に全米でのリクルーティング活動を最適化するため、リ

エゾン・オフィスとJICUFのサポート体制を統合した施策を構築する。 



 

 

 ヨーロッパ： ヨーロッパにおいては、パリ、アムステルダム、ロンドン、フランクフルト、

デュッセルドルフ等のインターナショナル・スクール（IB校）を拠点として、IB教員養成プ

ログラムとの連携も含めた大学として総合的なリクルーティングを継続した。具体的には教

員がインターナショナルスクール(IB校)を訪問し、大学説明やモデル授業でのICUの教育の

質を説明する機会を提供した。2019年から開始されたIB教員養成プログラムに連動し、本学

への関心の高い複数のインターナショナルスクールIBコース担当教員を対象にした具体的

な取り組みを開始すべく、3月にIB教員養成プログラム担当教員によるフランス、ドイツ訪

問を予定していたが、コロナウイルス感染拡大の影響により急遽訪問を中止した。2020年度

内に訪問機会を再アレンジし、出願者の少ない欧州における継続的な志願者獲得を目指す。 

HP等を含む全体的な情報訴求、それぞれの地域に適した形での受験生や高校教員との接触の結

果さまざまな地域からの大学ICU訪問ツアーも増加しており、キャンパス体験を通して、多くの海

外生徒により深いICUへの理解を促進することができた。コロナウイルス感染拡大の影響により、

海外での説明会や高校訪問が実施できない中、3月にオンラインオープンキャンパスとして英語に

よる大学説明をライブ配信した経験を基に、オンラインでの情報提供や相談体制をさらに充実さ

せていく必要がある。 

（7）高大接続  

地域ブロック化において、広報活動の拠点と位置付ける地域からの志願者・合格者・入学者の 

増加を図るべく、出張モデル授業、大学の授業見学受入れ等、実質的な活動を継続して実施した。

主体性を持って多様な人々と協働する教育の接続という本質的な高大接続を目指し、高校生に向

けた新たな教育プログラムを検討し、2019年度2つのパイロット・プロジェクト（①Global 

Challenge Forum：オンラインとキャンパスでの対面授業を組み合わせたリベラルアーツの授業体

験 ②ICU・ミドルベリー大学共催「リベラルアーツで平和を考える」ワークショップ：英語によ

るリベラルアーツ体験プログラム）をスタートさせた。首都圏のみならず全国の高校から参加が

あり、高校生に新たな関心や刺激を与える機会を提供できたことに加え、参加者の在籍高校の関

係教員からの高い評価も得ることができた。一方で、高校生向け集中授業型パイロット・プロジ

ェクトが新型コロナの影響で中止となった。今後推進すべきプログラムを引き続き検討していく。 

 

3．教学改革の推進：教養学部 

2020年度までの本学中期計画に基づき、カリキュラムや制度、教育効果を体系的に評価・検証し、

「スーパーグローバル大学創成支援」事業調書にある実施項目を重点的に実施した。 

（1）デパートメントの再編 

IDメジャーの質向上のため、新たに規程化されたIDメジャー会議（IDMM）を毎学期一度開催し、

カリキュラムの定期的な見直しを行った。なお、メジャーの発展的統合の一環として検討された

「アメリカ研究」と「アジア研究」の統合による「地域研究」メジャー発足については、さらに

検討を要するとして、実施を見送った。 

（2）カリキュラムの安定化 

全学共通科目、一般教育科目、基礎科目、専門科目、それぞれの開講状況を検証し、適切な科

目数及び時間割配置を視野に入れつつ、4月入学生と9月入学生の履修の観点を踏まえ、2020年度

に向けたカリキュラム変更を行った。これらを通して各メジャーの適正規模の科目数を設定し、

さらに履修モデルの確立と持続的に安定したカリキュラム運営を目指し、カリキュラム構造を明



 

 

示した。 

① 専門科目 

各メジャーのカリキュラムについて、隣接分野との協調を重視しつつ、履修モデルの確立と

持続的に安定したカリキュラム運営を検討した。特に、一般教育科目と基礎科目の差別化を図

り、メジャー選択に必要となる基礎科目の専任教員による提供および履修者の定員設定（原則

定員180名）実施に目処を付けた。 

② 一般教育科目 

21世紀に相応しく、かつリベラルアーツならではの一般教育科目のあり方が検討された。数

理・統計・情報に関するリテラシーを養う科目新設に向け、科目の詳細に関する検討継続が確

認された。 

③ 語学プログラム 

A. リベラルアーツ英語プログラム（ELA） 

ELA１年次プログラム組入れ等、9月入学履修対象生受け入れ対応の他に、「社会科学学生

のための卒業論文作成法（英語）」の新設や、ELA2年次の「論文作成」のレベル分け見直し

によるライティングの強化を図った。 

B. 日本語教育プログラム（JLP） 

「日本語特別教育１」を全学期に開講する等して、ユニヴァーサル・アドミッションズ等

により多様化かつ増加する履修学生に対応した。あわせて2020年度に向け、近年の履修者の

傾向に鑑みた新カリキュラムを作成した。 

C. 世界の言語 

より効果的な学修のためのクラス適正規模を勘案した結果、定員充足率が向上した。また

9月入学者が「世界の言語」コースを受講しやすい体制について検討した。 

④ 保健体育プログラム 

新体育施設の完成により、雨天時にも臨機応変に対応できる等、実技授業の運営が円滑にな

った。さらに施設の一部は保健体育以外の授業でも利用され、体育に限らない学部教育の場と

して活用された。カリキュラム面では、適正規模を踏まえた科目設定を行ない、実施3年目に入

った新カリキュラムが安定化した。 

⑤ 卒業研究 

11月に実施された「ファカルティ・リトリート」（教学の現状共有と課題解決に向けた議論・

検討のための年次会議）において、「ライティング指導の充実について」をテーマに議論がな

され、初年次教育である語学プログラムと学部教育との接続の重要性が指摘されたことから、

グローバル言語教育研究センターが、学部教育におけるライティング課題調査を実施した。 

⑥ 英語開講科目の充実 

英語開講科目の拡充が進み、2019年度はメジャー科目の英語開講比率が35％を超え、うち基

礎科目は40%を達成し日英どちらの言語でもメジャー選択が可能な環境が整った。 

⑦ 学部・大学院にわたる教員情報 

学部所属教員のファカルティ・ポートフォリオを作成し、開講実績、担当授業のシラバス情

報、履修登録実績、授業効果表、研究業績等、教員情報の一元化を進めた。また、情報共有の

一環として海外出張手続きのオンライン化の検討に着手した。 

（3）ライティング教育の推進 



 

 

卒業論文に取り組む学生向けのレクチャーとして、学修・教育センターと図書館の共催でセミ

ナーを実施し、約150名の学生が参加した。英語論文作成支援では、プルーフリードサービスの周

知と卒論の英語執筆を促進させる目的で、サービス対象を卒業論文だけでなく授業の課題にも利

用できるようにした。 

ライティングサポートデスクのチューターのスキルアップを目指し、本学で英語教育を受けて

いないチューター向けに、リベラルアーツ英語プログラム(ELA)教員によるアカデミックライティ

ングとクリティカルシンキングについてのワークショップを実施した。 

（4）学修・教育支援の充実 

①学生への支援 

新入生向けのメジャー説明会にポスターセッションの方式を取り入れ、教員と学生、また分

野を越えた教員間の交流の場を提供するとともに、オンラインで提供する情報のフォーマット

の統一、充実化を図り、今後のオンライン開催の可能性へとつなげた。 

学修・教育センターが管轄するアカデミックプランニングサポート、特別学習支援室、およ

びライティングサポートデスクの連携を強化し、総合的に学生を支援する体制が構築できた。 

②調査項目や方法の見直し 

学生意識調査と卒業時調査の質問項目を見直し、入学時調査と一年次調査を新たに開始、学

生の学びの振り返りや学年ごとの変化を分析していくための体制を整え、学内ウェブサイトに

結果を掲載した。 

これまでマークシートで実施していた授業効果調査(TES)をオンライン化し、集計と結果公開

の迅速化を図った。TESの結果は各教員のポートフォリオ(icuMAP)内で公開されるようになった。

また、学生はシラバスからTESの結果を参照することが出来るようになったので、学生は履修検

討の際に利用しやすくなった。 

③TA制度の改善 

2020年度からの新TA制度の運用開始に向けて準備を行った。TAの任用計画書のフォーマット

を整備し、TAを採用する全てのコースに新たに任用計画書を作成した。また、新制度の主旨の

認知向上と、より効果的なTAの活用について意見交換を促す目的で、ワークショップを開催し、

2020年度にTAを任用する教員が参加した。 

④シラバスの改善 

学生の履修計画に役立てられるよう、シラバスの入力項目を追加、シラバス作成のためのガ

イドラインの充実を図るとともに、第三者チェックの手順や体制の見直しを行なった。 

 

4．教学改革の推進：大学院 

2010年度に4研究科を統合して発足した「アーツ・サイエンス研究科」は、2019年度は博士前期課程

68名、博士後期課程6名、計74名の修了生を送り出した。これにより学位授与累計は博士前期課程445

名、博士後期課程32名となった。上記統合により、専門性を深めつつ豊かな学識を養うための複合的

な履修が可能になったが、改革時に意図した人材の育成が達成されているかどうかについて、カリキ

ュラムや指導体制等も含めて検証を行ないつつ、大学院の改善・質的向上を図るために以下の事業を

行った。 

（1）大学院改革の評価と改善 

2016年度から実施している大学院修了調査を実施した。2019年6月修了時調査の回収率は58.8％、



 

 

2019年3月修了時調査の回収率は65.0％であった。調査結果をもとに、大学院運営の改善策の検討

を行っている。また、調査票の回収率を高める方法や調査項目についても検討を続ける。 

（2）大学院博士後期課程のカリキュラムの充実 

大学院博士後期課程学生の教育及び研究指導の充実を目的として、2019年度に大学院博士後期

課程に、「研究者のための技法 I - アカデミック・プレゼンテーション」と「研究者のための技

法 II - 研究計画と研究費申請」の２科目を新設し、うち１科目を選択必修として2020年度より

履修を開始できるよう必要な手続きをとった。 

（3）大学院新3プログラムの開始   

国際的社会人の育成や恒久平和の実現と、リベラルアーツの素養をもった実務家を養成する目

的で、5年プログラム生を主な対象とした、「IB教員養成プログラム」「外交・国際公務員養成プロ

グラム」「責任あるグローバル経営者・金融プロフェッショナル養成プログラム」の3つの新規プ

ログラムを2019年度より開始した。各プログラムで教員により構成される委員会を設け、カリキ

ュラム策定等実施体制を整備した。 

（4）5年プログラム制度の推進 

2012年度から開始した、計5年間で学士と修士を取得できる「5年プログラム」について、上記

新3プログラムを機軸として教育・研究の拡充と質向上を図ると共に、さらなる制度普及に向け、

在学生のみならず、学部を志願する高校生・受験生も対象に広報を行った。2019年4月・9月開始の

5年プログラム候補生（学部4年生）は36名、2019年4月・9月開始の5年プログラム生（大学院入学）

は21名と、継続して増加傾向にある。 

（5）IB教員養成プログラム（実務経験者向け）実施に向けた体制づくり 

実務経験者向けIB教員養成プログラム（ IB Certificate in Teaching and Learning 

Research(ACTLR)）について、カリキュラム及び実施体制を整備し、2020年4月に開始した（入学実

績はなし）。 

（6）戦略的広報展開における学生募集の強化 

アドミッションズ・センターと協働して進学フェア、日本語学校訪問等を行うと共に、WEBや広

報媒体、説明会等の様々な機会を通じて、大学院の特色や魅力を訴求した。 

（7）戦略的就職活動支援の強化 

学生サービス部就職相談グループと協力し、5年プログラム生を対象とした就職支援制度を立

ち上げた。今後もさらなる支援強化を図る。 

（8）JICAプログラムの充実 

プログラムの資金を積極的に活用し、スタディツアーの実施、国内外への学会派遣等、本プロ

グラム学生の研究活動を精力的に支援した。関係機関及び学内関係部署との連携を進め、学生の

修学・生活支援等にも力を入れた。 

（9）ロータリープログラムの充実 

国際ロータリー本部の要請を受け、自然災害やメンタルヘルス課題に対応するため、本学ロー

タリー平和センターの緊急時対応指針「Emergency Protocol」を策定した。ロータリー本部、国内

ロータリアン、ホストカウンセラー等、関係各所と連携を図り、学生の指導・支援を行った。 

（10）大学院の国際交流 

「人道アクションネットワーク」（NOHA: Network on Humanitarian Action）加盟校への学生派

遣のための実施体制の整備を進めた。海外大学との提携関係を強化するため、海外大学関係者と



 

 

のSkypeミーティングを随時行った。 

（11）COIL型教育の導入 

文部科学省平成30年（2018）度「大学の世界展開力強化事業～COIL型教育（オンラインを活用

した国際的な双方向の教育手法）を活用した米国等との大学間交流形成支援～」に採択された取

組の一環として、東京外国語大学と協力し、アメリカ5大学と計7科目の授業の一部をオンライン

で繋ぎ双方向の教育を実施した他、3大学と学生・教員の受入・派遣を行った。主に大学院科目で

のCOIL型教育導入を想定して開始されたが、取組が進むにつれ、学部科目を含めた全学的取組と

して展開された。  

特に2019年12月～2020年3月に行われた、南カリフォルニア大学の経営学の授業と本学のメディ

ア・コミュニケーションの授業を繋いだ取組では、日系グローバル企業6社の経営課題につき、両

大学生が混成チームを組みオンラインで意見交換を重ねて提案書を作成、各企業に対しオンライ

ンでプレゼンテーションを実施し、企業担当者から高い評価を得た。 

2019年度COIL型授業の実施大学と開講科目の学術分野は右記の通りである。南カリフォルニア

大 学（メディア・コミュニケーション、社会学）／カリフォルニア大学リバーサイド校（教育心

理学）／カリフォルニア大学アーバイン校（教育学）／カリフォルニア州立大学ノースリッジ校・

東京外国語大学（平和研究）／カリフォルニア大学サンタバーバラ校（音楽学）。 

（12）大学院入学選考の検証 

2017年4月入学選考以降導入したWeb出願システムについては、外部サービスを使い領域や作業

の見直しを定期的に行って改善し、出願者の増加に繋げた。今後は国内外の事例等を参考に、さ

らなる出願者増や出願者の利便性向上のため、外部サービスの見直しやセキュリティの強化に取

り組む。 

 

5. 学生宣誓の実質化  

学生宣誓の実質化に向け、法律、学内規則等を遵守することを日常の学生指導の中で継続して行っ

た。特に外国人留学生に対しては、その文化や言語の違いでトラブルになる可能性があり、日常的な

コミュニケーションに基づく学生との信頼関係構築が鍵となるので、その点を意識しつつ丁寧な対応

を行った。 

薬物問題対策特別委員会を年3回開催し、卒業時アンケート調査の実施、春季・秋季新入生全員を

対象とした特別講演のほか、在学生を対象に法学及び保健体育講義内での講演を実施した。加えて、

留学プログラム参加者を対象とするオリエンテーションにて注意喚起の説明を行った。 

更に、学内でポスターコンペティションを実施し、薬物問題をすぐ身近に潜む問題かつ自分事とし

て捉える機会を創出した。 

 

6. 国際教育プログラムの展開 

（1）交換留学・海外留学の長期留学プログムは、学生からのニーズに応じたプログラム拡充に努め、

新規学術交流協定数の拡大を目指し、ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン（アイルランド）、

ウェスタン・ワシントン大学（アメリカ）、ワルシャワ大学（ポーランド）と新たに協定を締結

した。同時に、夏期日本語教育（サマーコース）との連携を図りつつ、特に派遣過多で受入れ学

生数が少ない協定校との健全な学生交流促進の方策を練った。新型コロナウイルス感染拡大によ

り実数は減少したが、2019-20年度交換留学プログラムは、147名を派遣、135名を受入れた。 



 

 

（2） 海外英語研修（SEA）プログラムの安定運用と単位取得を伴う短期留学プログラムの拡充に取り

組み、学生の旺盛な留学意欲に応える体制を構築し、2019年度SEAプログラム参加者189名、夏季

実施の留学プログラム参加者59名の学生を派遣した。 

（3）夏季に実施した留学プログラムとして、夏期留学プログラム48名、海外フランス語研修10名、海

外日本語教育実習1名の計参加者59名の学生を派遣した。 

（4）プログラム内容、期間、派遣先など多様な留学プログラムを展開することと並行し、分かりやす

い情報提供や個別相談などを丁寧に行った。具体的には、全留学派遣プログラムにおける出発前

オリエンテーションの見直し、留学情報ラウンジi-Roomの利用を促進、2名の学生による留学ア

ドヴァイジングの充実などを遂行した。2019年度に募集した2020-21年度交換留学プログラム応

募者数は前年度比112%となった。 

（5）MIIS（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）Accelerated Entry Program

の周知を強化し、同時に海外大学院との連携を促進し、全学的国際教育プログラムの推進を強化

した。 

（6）国際サービス・ラーニング（SL）として、夏休みの約30日間、アジアの5カ国（中国・フィリピン・

インドネシア・タイ・インド）6つのパートナー機関に対して40名学生を派遣し、国内コミュニテ

ィSLとして、5名を派遣した。2019年度より、長崎大学との大学間協定に基づき、夏季に平和に関

するSLプログラムを実施し、2名が参加した。 アジア（タイ、フィリピン、インド）およびミド

ルベリー大学からの学生10名を受入れ、本学学生6名がこれらの海外からの参加学生と協力し、

本学を拠点として、近隣および農山村地域で活動し、サービスを通して共に学ぶ、Japan Summer 

Service-Learningプログラムを引き続きミドルベリー大学と本学の教職員が共同で企画・運営し

た。サービス・ラーニングを、異なる他者から学び、協働しながら、大学での学びを統合する機

会とすることで、国際性とキリスト教主義と学びすべてに関わる本学の教育プログラムの一つの

核とするために、学修成果を明確化するためのルブリックの作成、IDメジャー（開発研究、平和

研究、環境研究、アジア研究）とのコリスト、奨学金の設置、サービス活動先の開拓、教員のよ

り積極的な関与の強化に力を入れた。 

 

7. 進路支援等の学生支援 

（1）進路支援に関する環境整備とさらなる充実 

2019年度は、企業採用活動の変化に対応しつつ、その動向を見極めるべく、就職・進路支援及び

キャリア形成支援を、前年度の計画である「進路支援における戦略的、効果的な企画・実施」に則

って継続した。 

個別支援においては、専任職員のさらなる専門性向上をめざし、新たに１名の職員が「国家資

格キャリアコンサルタント」を取得するに至った。また繁忙期（3～6月）には、外部人材（派遣キ

ャリアカウンセラー）を活用した態勢を整備し、学内他部署（カウンセリングセンター、特別学修

支援室）とも連携した重層的な支援を実施した。 

集団支援においては、各企業・機関等の協力のもと、ICU同窓会・同窓生、他大学（国公立・私

立）及び就職情報社との連携を強化し、学生にとって有益な数々の支援行事・イベントを展開し

た。特に注力したのは次の4点である。 

① SNS等の情報発信ツールをも活用し、学生が情報にアクセスしやすい環境の充実を図った。ま

た、オフィスの利用率を上げるため、閲覧図書や調度品の工夫により、カジュアルな雰囲気作



 

 

りに努めた。 

② 法令の施行やニーズの高まりに鑑み、障がいのある学生への支援を充実させた。初の試みとし

て、障がい学生を対象とした就職ガイダンスや企業座談会を実現させた。 

③ 外国人留学生、帰国生等への支援を関係各部署、他大との連携及び協力企業との連携により実

施した。使用言語が英語の学生に対しては、対応可能な専任職員が１名から２名に増員された。 

④ 大学院進学支援については、進学直後の卒業生の協力により、パネルディスカッションと座談

会を実施し、好評を博した。 

（2）外国人留学生、帰国生支援の充実 

入試形態の拡充により、外国人留学生、帰国生など多様なバックグラウンドを持つ学生が入学

している。 

これらの新入生が安心して新たな環境での生活をスタートするための方策として、空港出迎え

サービス、市役所での住民登録・健康保険加入手続、銀行口座開設サポート等を支援した。また、

学生部副部長によるオフィスアワー（相談窓口）を開設した。今期は対象が寮生に限られたが、次

期は在学生まで拡充していきたい。 

さらに、外国人留学生が日本文化を体験できるよう、学内外の団体とも協力し、ホームヴィジ

ット・プログラムや地域活動への参加を促した。 

加えて、本学に対する理解促進、9月入学生相互及び4月生とのコミュニケーション促進を目的

に、オリエンテーションの一環として新入生リトリートを10月に実施した。（新入生リトリートの

項で後述） 

（3）奨学金制度の見直し 

「トーチリレー大学院新入学生奨学金」の選考基準及び給付（減免）額の見直しを行い、公平

で適切な運用及び優秀な学生へのより手厚い援助（新たに学費の全額免除、2/3免除を追加）を図

った。 

（4）新入生リトリート 

従来、新入生リトリートは5月に行なわれていたが、同学年の4月入学生と9月入学生が共にリト

リートに参加することの意義を重視し、2019年度は10月に実施した。 

4月入学生が、春学期の英語教育授業やSEAプログラム（海外短期英語研修）を経て、臆すること

なく、寧ろ積極的に9月入学生と英語でディスカッションする成果が見られた。開催後のアンケー

トでは、4月入学生と9月入学生の交流が出来てよかったという声が多く寄せられた。一方で、すで

に入学後半年以上経つ4月入学生からは、入学直後に開催したほうがよいという意見も挙げられた。 

これらの意見を参考にし、来年度以降の開催時期と新入生リトリートやその他の活動での4月入

学生9月入学生の交流の可能性をさらに検討していく。 

 

8. 研究の活性化と支援 

（1）研究所における研究の活性化支援及び運営の効率化 

研究所の運営を担う特任助教が初めて任用された。具体的には、2019年4月にジェンダー研究セ

ンターを担当する特任助教、9月に社会科学研究所を担当する特任助教、計2名が着任した。これら

の特任助教は、研究所の業務以外に学部の授業も担当している。特任助教の任用により、研究所の

より安定した運営とともに、若手研究者の育成を目指している。 

（2）科学研究費助成事業等外部資金への応募支援 



 

 

科学研究費助成事業（科研費）については、引き続き日英両語で丁寧な応募支援を行っている。

令和元（2019）年度科研費の採択率は34.7%（全国平均は28.4%）で、高い採択率を保持している。

また、複数の競争的資金による委託研究が採択されている。 

一方、若手研究者育成のため2016年度に新設された博士研究員制度では、学内予算を原資とした

博士研究員A種に5名、学外予算を原資としたB種に3名の博士後期課程学生が採用された。 

日本学術振興会特別研究員や博士研究員制度については、毎年2月に、主に大学院生向けの応募

説明会を実施し、特別研究員の応募に際しては、日英両語で、丁寧な支援を行っている。 

 

9. 教職員の任用と育成  

（1）教員人事の事務体制の整備 

過年度よりも教員人事担当部署間での情報共有を増やし、業務上の連兼を強めた。これまでの

採用手続きの蓄積をもとに、オンラインで応募を完了できる仕組みを整えたことで、海外からも

応募がしやすくなった。これに伴い、教員人事に係る業務もペーパレス化が進み、事務局の業務の

一部が軽減された。 

（2）新任教員への支援 

2017年より始まった新任教員向けオリエンテーションプログラム（NFDP）を実施し、13名の新任

教員が参加し、修了証を授与した。参加教員とファシリテーターに対して行ったアンケート調査

の結果に基づき、次年度以降のプログラムの見直しを行った。NFDPはオンラインコンテンツと対面

の講義、ディスカッションの組み合わせで行われて来たが、次年度は対面のコンテンツの一部を

オンラインコンテンツ化することにした。この修正の目的は、着任直後の早い時期に必要な情報

を適宜得られるようにすること、及びプログラムに参加する教員の負担軽減である。 

（3）英語を母語としない教員向けの English Medium Instruction 研修 

昨年度に引き続き、Oxford EMIトレーニングコースを本学で開催した。新型コロナウイルスの影

響のため、Learning Management System (Moodle) とテレビ会議システム(Zoom)を利用したオンラ

インでの開催となった。本学教員6名を含む25名の教員が参加した。EMIだけでなくオンラインでの

授業提供の可能性を学ぶ良い機会となった。 

（4）アドヴァイジング強化 

学生の学修支援に役立てるため、障がいのある学生や学修困難のある学生への支援事例の収集

を行い、学生支援事例データベースの充実を図った。学修・教育センター副センター長とスタッ

フにより成績不良者の面談を継続して行い、アドヴァイザーとの連携も行なった。 

（5）IRに関する研修の実施  

本学の理念や教育目標の実現のため、職員がデータに基づく分析、検証、並びに企画立案を担

うことができるよう、2019年8月に上智大学との合同IR研修を行った。また、2019年10月と12月に

は、学内向けデータ活用のための実務研修を行った。 

（6）事務職員の育成 

「国際基督教大学におけるスタッフ・ディベロップメント（SD）に関する方針」に基づき、職

員の育成を行った。具体的には、次のとおり。 

１）職員全体研修（危機管理研修）、２）新規採用職員対象研修（本学の歴史・財政・運営体制

などの説明）、３）グローバル化対応研修（JAFSA主催英語研修、協定校への派遣（スウェーデン・

リンネ大学、オランダ・マーストリヒト大学）、TOEIC/IELTS受験支援）、４）IR研修（データ処



 

 

理、学修成果の可視化など（一部、本学及び他大学との合同））。 

10. 大学の情報の統合と活用 

（1）教員ポートフォリオの構築 

計画通り、専任教員に関する情報を一元化したポートフォリオシステムを導入し、教員人事を

審議する会議において利用を開始した。このシステムによって、長年の課題であった教員の大学

に対する貢献や教育・研究業績などの検証が可能になった。また、システム導入に合わせて、教

員人事に関連した各種ガイドラインやマニュアルの整備を行った 

（2）教学データに基づく検証 

今年度の主なIR活動として、留学アンケートデータと教学データによる分析を行った。この分

析結果により、本学の留学プログラムの特徴や効果が明らかになり、留学プログラムの振り返り

に大いに役に立った。 

 

11. ICUの価値を伝える情報発信 

2019 年度組織改編により、学内関係者、在学生保護者、受験生、メディア、同窓生、ご寄付者等、

様々な大学関係者に対する窓口が広報戦略室に統合された。より多くの関係者に適切なタイミングで

適切なコンテンツを届けるべく、活躍する同窓生インタビュー、特色ある学び、学生や教員の活躍、

各種ランキング、社会貢献など、様々な切り口からの情報を公式ウェブサイトのコンテンツとして掲

載するとともに、大学公式 Twitter及び Facebookを開設し、SNSを活用した情報提供による広報効果

を測定していく。コロナウイルス感染拡大の影響下、受験生、在学生、在学生保護者、ご寄付者等に

向けて、より丁寧な情報発信が求められる状況が続いており、ウェブサイトや SNS のコンテンツの最

適化等、さらなる充実を継続して検討する。 

 

12. リベラルアーツにふさわしい環境整備 

（1）新学生寮（樅・楓寮）の運営体制の確立及び学生寮コミュニティ活動の促進 

開寮して3年目を迎えた樅寮・楓寮において、1階のセミナールームは年々活発に利用されるよう

になり、寮生に通学生を交えた学生寮コミュニティ活動が展開されている。 

大学が定めたテーマ（①防災、②ダイバーシティとインクルージョン、③リーダーシップとフォ

ロワーシップ、④学生の心身の健康）の中で、2019年度は防災関連の活動に注力し、教職員、寮生

25名が三鷹市大沢地域防災訓練に参加するとともに、寮の避難訓練では仮設トイレの組立訓練、防

災ワークショップ、非常食レスキュー料理会等を実施した。その他の活動として、卒業生、学生、

教職員との協働により、衣食住、エネルギー、リーダーシップ関連など多岐にわたるテーマで、講

演会、ワークショップを6回行なった。 

また、委員会等において学生寮に居住する学生との議論を継続的に行い、学生主体の学生寮運

営を活性化するための活動を行った。 

（2）新体育施設の円滑な運用と課外活動支援の充実 

2018年11月に竣工した新体育施設では、リベラルアーツに相応しい少人数での体育実技の授業

が実現できた。 

課外活動での新体育施設の利用においては、スポーツ系の学生団体とスポーツクラブハウス協

議会を通じ、より良い施設運営のための準備を進めている。また、個人利用時間を拡大し、学生だ

けでなく教職員による屋内プール、ジム等の利用も増え、構成員全員の健康促進につながってい



 

 

る。 

（3）学内ネットワークの強化 

2018年度の教室無線LAN強化に引き続き、2019年度は全オフィス・会議室の無線LAN強化を実施

し、キャンパス内の全ての教室・事務室・会議室でのICT活用を可能にした。  

（4）キャンパス施設整備計画の検討及び大学諸施設等の整備実施 

① 次の60年を見据え、21世紀のICUのリベラルアーツを実践するにふさわしい施設の整備計画の

一環として、経年劣化が顕著となってきた本館、理学館の改修、新校舎（新館）等の建設を以

下のとおり進めている。 

2019年度は、2018年度に策定した施設整備方針に基づき、新館の基本計画策定を開始した。

教室・学習環境については教養学部長を委員長とする「教室・新機能検討委員会」、理学館の

移転については理学デパートメント長を委員長とする「理学館移転・機能検討委員会」、新館

や本館の事務機能についての検討は事務局長を委員長とする「事務機能配置検討委員会」等の

小委員会を開催し、それぞれ新館に求められる要件について検討を行い、その結果について財

務理事を委員長とする「施設整備検討委員会」へ答申した。また、理事会において、新館の建

設に関し、株式会社日本設計・隈研吾建築都市設計事務所が基本・実施設計者、日建設計コン

ストラクション・マネージメント株式会社が建設業務推進支援者として承認され、新館の設計

作業に着手した。「施設整備検討委員会」においてまとめた最終答申案は大学運営会議に提出

され、2020年2月に承認された。その後、新館の2022年夏の竣工を目指し、設計定例会議を開

催し新館計画を推し進めている。 

一方、老朽化の進んだディッフェンドルファー記念館東棟について、D館東棟修繕委員会を

設置し、保存基本計画の検討及び改修計画を推し進めている。また、学内教職員住宅について

は、老朽化した2棟の既存住宅の改修が2019年度末に完了し、同時に学内に12戸の集合住宅形

式の新教職員住宅（共同住宅）を建設する計画を進めている。 

② その他、国登録文化財である泰山荘については、2017年度、2018年度に引き続き、第3期改修工

事（車庫）を実施した。また、本館東側トイレ及びERB西側トイレ改修工事、ILC（C棟）外壁塗

装・屋上防水他改修工事、本部棟非常電源装置増強工事、旧体育館Pジム、Eジム屋上防水改修

工事を実施し、また、大学礼拝堂音響等の設備更新を行った。なお、施設整備計画の一貫で行

った耐震診断の結果に基づき、理学館において耐震補強工事を緊急に行うこととなった（2020

年11月末の完成を目指して工事を開始。）さらに、老朽化の進むセントラル・パワー・ステーシ

ョンの集中制御型空調を将来的に廃止し、各建物の個別空調化を推進するための2020年度以降

の改修計画の策定を行っている。 

 

13. 財政の健全化と収支均衡 

（1）大学教育研究予算の2020年度までの収支均衡に向けて 

2014年度から収支均衡を目標として実施してきた管理会計の枠組みである「大学教育研究予算」

（教育研究関連予算）と「理事会予算」（基金運用及び施設整備関連予算）を廃止し、2019年度か

らは、これらを統合して包括的に管理することとした。ICU基金の過去（10年間）の実質平均収益

率を基に学校予算への繰入額を設定して予算編成を行い、中長期的に健全な財政を維持する体制

に移行した。 

（2）募金活動の活性化及び新たな募金活動計画の策定 



 

 

奨学金を中心とした既存の募金活動に加え、施設整備のための募金活動を継続した。同窓生の

発案で始まり、給付開始から12年が経った本学独自の給付奨学金「ICU Peace Bell奨学金」（学部

生1名に年間100万円を4年間給付）のための募金では、「資金運用型寄付」（Peace Bell奨学金）

という新制度を導入した。施設整備のための募金活動においては、本館、理学館、ディッフェンド

ルファー記念館東棟等の維持・保存の可否を含めて総合的に判断し出された結果を踏まえ、募金

活動開始に向けた準備を行った。 

 

Ⅱ. 高校 

高等学校は、「スーパーグローバルハイスクール」（SGH）指定終了後の歩みの一歩目を充実のうちに終え

た。本校が築いてきた帰国生と国内生の相互理解教育の先進的実践、および自由な校風に根ざした学校文

化を、グローバル教育プログラムへと継承発展させるべく歩みだした。高等学校学習指導要領改訂にともなう

新しいカリキュラム構築へ向けた検討も結実を得ようとしている。キリスト教教育の充実については、従来の活

動に加えて教員対象の研修テーマとして特に取り組んだ。本校の教育を持続的に展開するための財政計画、

施設改善に関する取り組みも順調に進捗している。帰国生徒入試の出願は堅調であった。一般入試について

は、前年の志願者増の反動で、出願者を大きく減らした。年度替わりの行政部交代に向けて、行政部内の引

継ぎを遺漏なきよう進めた。1月以降は、新型コロナウイルス感染拡大への対応に万全を期した。 

 

1. 教育に関する事業 

（1）カリキュラム改革へ向けた対策 

2020年度からの大学入試改革、2022年度に実施予定の学習指導要領改訂に向けたカリキュラム委員

会を第15回まで定期的に開催した。年度末には、新教育課程を大枠で編成し、合意することができた。さ

らに、SGH事業実施の過程で獲得してきた広いグローバルな視野を伴った知見や教育方法を、「総合的

な探究の時間」などの新カリキュラムに反映させることを検討している。 

（2）進路指導体制の強化 

2020年度からの大学入試改革に向け、大学入学共通テストや外部英語検定試験に関する情報収集

に努め、国際基督教大学アドミッションズ・センターとの協議や当該学年の担任らとの情報共有を重ねて、

生徒･保護者へは、進路ガイダンスや進路だよりを通して情報提供を行った。また、外部英語検定試験に

関する生徒対象アンケートの実施などを通し、本校生徒の大学入試へ向けた動きの把握に努めた。 

国際基督教大学との高大接続に関し、情報交換・広報活動を実施した。本校からの進学者が多い大

学による個別の説明会、海外大学や国公立大学に進学した卒業生による「卒業生を囲む会」等を開催し

た。また、海外大学進学に関しては、カレッジ・アドヴァイザー（英語科ネイティブ教員担当）による支援に

加え、本校卒業生による進学相談会、海外大学の学生募集担当者による説明会等を随時開催した。 

進路部の事業としては、2018年から導入した新調査書発行手続（Googleフォームを使用して入力する

制度）をさらに改善した。2019年は新たに、特定の大学・学部・学科や海外大学への出願の際に必要な

推薦状の作成依頼・手続についても、同様の制度を導入し、作業の効率化を図った。 

（3）ICT環境の充実化・活用促進 

教員執務用端末を持運び可能な端末に更新しつつ、教員用のWIFI環境も充実させた。生徒利用の

Chromebookも更新し、合計180台が稼働した。合わせて生徒WIFIも全校舎で更新した。今年度を通して、

BYOD環境はかなり浸透し、日常的に生徒が自分のPCを持ち込んで授業を受けるようになった。G-Suite

の利用はさらに加速し、教科授業のほか、ホームルーム活動・部活動・委員会活動等のさまざまな場面



 

 

において、ツールとして大きな役割を果たすようになった。 

（4）学校図書館運営 

S棟1階自習スペースの拡張に伴い、図書館自習スペースの一部を学習スペースに転換し、授業でも

よく活用されている。学校行事と組み合わせた図書の購入・ブックフェア・図書館講演会等をおこない、図

書館報の記事を生徒に作成させる等により、生徒の主体的な学びを促進できた。 

（5）学寮運営体制 

2017年度に開始した学寮の外部委託制度と、教員参加による新学寮委員会体制への移行は、同一の

教職員、寮監・寮母集団による、統一した方針と規則を共有した共同体の完成として結果を得た。その体

制を基盤に、2018年度からの大規模改修に伴う、学寮の合併や分割を含めたプロジェクトが滞りなく進め

られている。さらに年度末には新型コロナウイルス感染拡大による休校に伴う閉寮と、引っ越しの準備を

寮生に強いることになったが、生徒、保護者の理解と協力により、速やかに寮生の安全を確保することが

できた。 

（6）同窓会との連携 

同窓会との連携を強化し、同窓生による学校説明会、講演会やワークショップ、企業見学などによる支

援がさらに幅広く行なわれる展開となった。ただし、募金活動等への協力体制を構築するには未だ至って

いない。そのため、法人の募金委員会から高校募金委員会を独立させ、さらなる体制の充実を図ることと

なった。同窓会が毎年秋に発行するNEWS LETTERに、高校からの発信を掲載した。高校の近況に加え

て、「サポート募金のお願い」を重ねて掲出するなど、働きかけを強めている。 

（7）スーパーグローバルハイスクール（SGH）事業（2014～2018年度）事後評価 

2014年度指定校56校のうち、「事業計画を上回る成果をあげており、事業目的は十分に実現された。」

（7校）に次いで、「事業計画どおりの成果をあげており、事業目的は達成された。」（28校）の評価を得るこ

とができた。指定3年目の中間評価における指摘を踏まえ、改善の工夫とさらなる充実を全校あげて図っ

たことが、評価された。 

本校独自のグローバル教育プログラムの充実として、SGHで実施した課題研究講座、SGH記念講演会、

国内外における各種スタディツアー・セミナー、全校学習発表会等について継続と定着が図られた。生徒

の校内外における独自の活動やその発信が増えている。 

（8）新型コロナウイルス感染拡大への対応 

1月帰国生徒書類選考入試および2月一般入試・帰国生徒学力試験入試においては、受験生への事

前の注意喚起、会場設営における受験生間隔確保、会場における換気等に留意した。特に2月の入試に

おいては、中国から帰国して受験に臨む受験生を確認し、個別に状況を聴取し、特別教室における受験

にご協力いただいた。校内においては、生徒への注意喚起を繰り返した。政府要請および文部科学省通

知等に準拠して、3月2日から春休みまで臨時休校とし、冬学期期末試験は実施しなかった。春休みの諸

活動もすべて中止とした。卒業式は簡素化して卒業生と教職員のみで挙行した。教職員に在宅勤務を呼

びかけ、出勤抑制に努めた。新年度に向けて海外在住の新入生に対して、2週間の余裕をもって帰国す

るよう繰り返し要請した。 

 

2. 広報・リクルート活動に関する事業 

（1）本校に与えられている平和と人権という使命、帰国生受け入れを主たる目的とする本校の独自のあり方

を、さらに国内外に向けて発信できた。海外子女教育振興財団「月刊海外子女教育」、「SQUARE×

SAPIX JOURNAL特別号 英語教育最前線」、朝日新聞「ウェブ版GLOBE+ グローバル教育考」、早稲



 

 

田アカデミー「サクセス15」等の媒体に無料で本校を紹介する記事が掲載された。高校の受験者層が大

学の潜在的受験者層でもあることを意識しつつ、特に、国内一般生に対する広報にも注力すべく、広報

資材の開発につとめた。学校説明会などで上映する学校紹介DVDの新版を完成させ、短縮版を本校

HPにアップした。 

（2）国内広報活動では、13回におよぶ各種合同学校説明会に参加した。9回におよぶ校内見学会・説明会に

は、3757名の来校者を得ることができた。個別学校見学にも、春節、ソンクランなど世界各地の休暇に

合わせて多くの訪問をいただいている。 

（3）海外広報活動では、アジア、北米地域を中心に6回20都市で各種説明会を実施した。JICUFや海外子女

教育振興財団との協力により行った。いずれの場合においても、現地同窓生の支援と協力が得られる

よう努力し、同時に海外在住卒業生のネットワークの強化を図った。 

 

3. 財政計画・施設改善に関する事業 

（1）学寮修繕工事の進捗状況に合わせて適切に予算を執行した。2019年度から2020年度にわたって実

施している学寮修繕工事費用については、世代間の公平性も考慮して長期借入れおよび寮費の改

定での対応を考えている。 

（2）寮生の生活環境および学習環境の向上と健康維持の観点から、空調設備を先行して設置するなど適切

に修繕工事を実施した。 

 

4. 危機管理体制の構築に関する事業 

（1）全校避難訓練を、授業時間中および生徒活動中を想定して2回実施した。 

（2）従来実施している全教員による熱中症講習及びAED講習に加えて、緊急対応訓練を机上訓練として実

施した。火災・事故・事件の3つの想定事例をめぐって、危機発生時の対応の感覚共有と問題点の洗い

出し、よりよい体制構築を目指した。「緊急対応訓練のまとめ」として校内各所に配置してある「危機管

理規程・マニュアル」に追加し、危機管理意識の向上と緊急時の対応の万全を図った。 

（3）校舎正面玄関他に、防犯カメラを数台設置した。 

 

 

Ⅲ. 学校法人 

1. 学校法人全体の健全な財政の維持のための基本的な枠組み 

2019年度から、ICU基金からの学校予算への繰入額を ICU基金の過去 10年間の平均収益率から消費

者物価上昇率を差し引いた実質収益率を基金の時価残高に乗じた額とすることとした。これを基本と

して事業計画策定及びこれに伴う予算編成を行い、資金収支の均衡を目標とした財政維持の枠組みを

整えた。 

 

2. 施設整備実施のための資金計画の検討 

今後の大規模な施設整備に係る資金計画については、市中銀行等外部機関からの借入を最大限に活

用し、資金支出の変動の抑制を図り、学生の世代間の公平性を担保する方針とした。2019年度は、教

職員戸建住宅 2棟の改修及び教職員共同住宅の建設に係る資金を、市中銀行からの借入で調達した。 

 

 



 

 

3. キャンパス自然環境保全プロジェクトの推進  

本キャンパス（大学及び高校）の自然（特に緑地）を、今後も保全・維持し続けるために、2018年

度から開始した「キャンパス自然環境保全プロジェクト」をさらに推進し、2019年度は、 

（1）学外有識者、本法人教職員、大学学生等が参加するワークショプを３回（学生セッション編、竹

林管理を含む）、また里山ツアー（武蔵野公園、野川公園、国分寺崖線等）を開催し、キャンパス

における「里山緑地管理作業マニュアル（案）」を作成した。 

（2）住宅エリア、教育エリアを中心に、７月から９月にかけて、キャンパス内の危険樹木の処理を行

った。 

（3）桜の専門家の指導を受け、マクリーン通りの桜２本を伐採・植樹し、「桜並木再生プロジェクト」

を推進するとともに、桜の健全な育成の観点から、てんぐ巣病（植物病害の一種）の除去等を実

施した。 

 

以上 



＜2019年度事業報告 Ⅲ. 財務の概要＞ 

 

1. 学校法人会計について  

（1）概要 

 学校法人の目的は教育研究活動の遂行であり、営利を目的とする企業とは異なります。そのた

め学校法人は、学生からの学生生徒等納付金、学内外関係者からの寄付金、国や地方公共団

体からの補助金などを受け入れて収入とし、これらを教育研究活動に必要な支出に充てていま

す。学校法人は受け入れた収入で最善の教育を提供することを求められ、営利活動を目的とす

る企業のように利潤を生み出すことは必ずしも求められていません。 

 

 一方、学校法人の収入の大半は学生生徒等納付金や補助金のように固定的かつ制約的な性

格を持つ科目で占められているため、限定された収入の中で組織を維持し、効率的な教育研究

活動のための支出を行うことが重要な課題となります。そのため企業と比べて予算が重要視され、

学校法人の教育研究活動を財務面から報告する計算書類でも予算と実績を対比して報告する

方式を採用しています。さらに学校法人は、寄付金や補助金の受託者として、委託者である寄付

者や国等から受け入れた資金等が教育研究活動のために適切に支出されたこと、及びこれらの

資金等の保全と運用の詳細について明らかにすることが求められます。従って学校法人会計で

は、これらの要求のもと教育研究活動がどのように遂行されたかを計算書類で開示するために、

企業会計とは異なり学校法人会計基準を設けています。具体的には、学校法人はⅠ.資金収支

計算書、Ⅱ.事業活動収支計算書及びⅢ.貸借対照表を作成して、利害関係者及び広く社会一

般に対して、その財務情報をわかりやすく開示することが義務づけられています。 

 

Ⅰ.資金収支計算書は、当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並び

に当該会計年度における支払資金（現金及びいつでも引き出すことができる預貯金）の収入及

び支出のてん末を明らかにします。これにより収入と支出の内容を明確にし、年度末の現預金の

状況を報告します。学校法人の収入と支出の内容と資金繰りの健全性を見ることができます。 

 

Ⅱ.事業活動収支計算書は、企業会計の損益計算書に相当する計算書類です。当該会計年度

の①教育活動、②教育活動以外の経常的な活動、③①及び②以外の活動に対応する事業活動

収入及び事業活動支出の内容を明らかにするとともに、当該会計年度の基本金に組み入れる額

（施設設備等の購入に相当する金額）を控除した当該会計年度の諸活動に対応する全ての事業

活動収入及び事業活動支出の均衡の状態を明らかにします。事業活動収支計算書では、①か

ら③の活動をそれぞれ①教育活動収支、②教育活動外収支、③特別収支の 3つに区分し、区分

ごとに収支差額を表示します。さらに、①と②を経常的な活動として経常収支差額を表示します。

学校法人の区分ごとの事業活動収入と事業活動支出のバランスをみることができます。 

 

Ⅲ.貸借対照表は、当該会計年度末における学校法人の資産と負債を表示し、資産と負債の差

額として正味財産の額を明らかにするものです。資産等の調達源泉とその運用形態が明らかにさ

れ、学校法人の財政状態の健全性を知ることができます。 



（2）計算書類の各科目の説明

2019年度事業活動収支計算書 (単位：円)

科　目 予　算 決　算 差　異 ➊ 教育活動に係る収支

学生生徒等納付金　① 5,321,710,000 　       5,261,245,316 　       60,464,684 　           ① 授業料、施設費、入学金、在籍料など

手数料　② 122,510,000 　         125,790,043 　         3,280,043  △          ② 入学検定料や証明手数料など

寄付金　③ 196,925,000 　         188,564,309 　         8,360,691 　            ③ 施設設備寄付金を除く寄付金

経常費等補助金　④ 1,017,090,000 　       994,471,347 　         22,618,653 　           　※事業活動収支では現物寄付を含む

付随事業収入　⑤ 596,140,000 　         614,964,375 　         18,824,375  △         ④ 施設設備補助金を除く国や東京都からの

雑収入　⑥ 310,104,000 　         361,851,762 　         51,747,762  △         私学助成補助金やプログラム補助金など

教育活動収入計 7,564,479,000 　       7,546,887,152 　       17,591,848 　           ⑤ 寮費、課外講座受講料、学外機関からの

科　目 予　算 決　算 差　異 受託研究費など

人件費　⑦ 4,939,592,000 　       5,116,291,452 　       176,699,452  △       ⑥ 施設設備利用料、退職金財団等からの

教育研究経費　⑧ 3,062,655,000 　       2,529,412,771 　       533,242,229 　         退職時交付金、その他の収入

管理経費　⑧ 1,452,880,000 　       1,425,721,715 　       27,158,285 　           ⑦ 教職員（非常勤講師、非常勤職員を含む）の

徴収不能額等　⑨ 0 　                       4,840,824 　            4,840,824  △          給与・所定福利費など　※事業活動収支では

教育活動支出計 9,455,127,000 　       9,076,266,762 　       378,860,238 　         　退職給与引当金繰入額を含む

        教育活動収支差額 1,890,648,000  △     1,529,379,610  △     361,268,390  △       ⑧ 教育研究活動や法人業務のための消耗品

科　目 予　算 決　算 差　異 費、光熱水費、修繕費、印刷費、奨学費など

受取利息・配当金　⑩ 480,010,000 　         1,410,898,200 　       930,888,200  △       　※事業活動収支では減価償却額を含む

その他の教育活動外収入⑪ 50,000,000 　           50,000,000 　           0 　                       ⑨ 徴収不能額、徴収不能引当金繰入額

教育活動外収入計 530,010,000 　         1,460,898,200 　       930,888,200  △       ➋ 教育活動以外の経常的な活動に係る収支

科　目 予　算 決　算 差　異 ⑩ 預金等の受取利息、特定資産の運用益

借入金等利息　⑫ 73,581,000 　           69,685,233 　           3,895,767 　            ⑪ 収益事業会計からの繰入

その他の教育活動外支出⑬ 155,050,000 　         119,126,491 　         35,923,509 　           ⑫ 借入金に係る支払利息

教育活動外支出計 228,631,000 　         188,811,724 　         39,819,276 　           ⑬ 基金運用委託費、為替換算差額

        教育活動外収支差額 301,379,000 　         1,272,086,476 　       970,707,476  △       
経常収支差額　➌　 1,589,269,000  △     257,293,134  △       1,331,975,866  △     ➌ ➊と➋の収支差額の合計

科　目 予　算 決　算 差　異
資産売却差額　⑭ 0 　                       0 　                       0 　                       ➍ ➊と➋以外の活動に係る収支

その他の特別収入　⑮ 61,760,000 　           63,371,299 　           1,611,299  △          ⑭ 固定資産等売却・処分時の帳簿価額との差額

特別収入計 61,760,000 　           63,371,299 　           1,611,299  △          ⑮ 施設設備寄付金、施設設備補助金、過年度の

科　目 予　算 決　算 差　異 調整　※事業活動収支では現物寄付を含む

資産処分差額　⑯ 6,000,000 　            37,372,980 　           31,372,980  △         ⑯ 固定資産等売却・処分時の帳簿価額との差額

その他の特別支出　⑰ 0 　                       0 　                       0 　                       ⑰ 過年度の調整等

特別支出計 6,000,000 　            37,372,980 　           31,372,980  △         
            特別収支差額 55,760,000 　           25,998,319 　           29,761,681 　           

〔予備費〕 12,000,000 　           12,000,000 　           
基本金組入前当年度収支差額　➎ 1,545,509,000  △     231,294,815  △       1,314,214,185  △     ➎ 経常収支差額と特別収支差額の合計

基本金組入額合計　➏ 1,092,399,000  △     882,197,118  △       210,201,882  △       ➏ 施設の建設や拡充等のために自己資金で

当年度収支差額　➐ 2,637,908,000  △     1,113,491,933  △     1,524,416,067  △     支出した額に相当する額

前年度繰越収支差額 3,602,305,575 　       3,602,305,575 　       0 　                       ➐ 基本金組入額控除後の収支差額（➎-➏）

翌年度繰越収支差額 964,397,575 　         2,488,813,642 　       1,524,416,067  △     
(参考)
事業活動収入計　❽ 8,156,249,000 　       9,071,156,651 　       914,907,651  △       ❽ 教育活動収入・支出、教育活動外収入・支出、

事業活動支出計　❽ 9,701,758,000 　       9,302,451,466 　       399,306,534 　         特別収入・支出の合計

2019年度資金収支計算書 (単位：円)

　収入の部
　　　　　　　　　科　　　目 予　　　算 決　　　算 差　　異
学生生徒等納付金収入 5,321,710,000 5,261,245,316 60,464,684
手数料収入 122,510,000 125,790,043 △ 3,280,043
寄付金収入 237,375,000 228,564,653 8,810,347
補助金収入 1,021,000,000 998,389,347 22,610,653
資産売却収入 0 0 0
付随事業・収益事業収入 646,140,000 664,964,375 △ 18,824,375
受取利息・配当金収入 480,010,000 1,410,898,200 △ 930,888,200
雑収入 310,104,000 361,299,707 △ 51,195,707
借入金等収入　① 546,000,000 124,000,000 422,000,000 ① 借入金

前受金収入　② 822,999,000 757,107,970 65,891,030 ② 当年度に納入された翌年度分の授業料等

その他の収入 1,839,930,429 1,959,678,182 △ 119,747,753 ③ 当年度の活動に関する収入のうち、前年度の

資金収入調整勘定　③ △ 869,036,797 △ 945,785,618 76,748,821 収入（前期末前受金）及び翌年度以降の収入

前年度繰越支払資金　④ 2,092,552,277 2,092,552,277 0 （期末未収入金）を差し引く調整額

　収入の部合計 12,571,293,909 13,038,704,452 △ 467,410,543 ④ 前年度末時点での現預金の有高

　支出の部
　　　　　　　　　科　　　目 予　　　算 決　　　算 差　　異
人件費支出 4,966,108,000 5,150,700,422 △ 184,592,422
教育研究経費支出 2,405,783,000 1,843,799,004 561,983,996
管理経費支出 1,150,089,000 1,098,126,595 51,962,405
借入金等利息支出 73,581,000 69,685,233 3,895,767
借入金等返済支出　⑤ 704,663,000 692,003,600 12,659,400 ⑤ 借入金の元金返済額

施設関係支出　⑥ 415,531,000 276,597,011 138,933,989 ⑥ 建物、構築物、建設仮勘定

設備関係支出　⑦ 165,499,000 204,460,075 △ 38,961,075 ⑦ 教育研究用/管理用機器備品、図書など

資産運用支出　⑧ 311,800,000 1,282,643,088 △ 970,843,088 ⑧ 有価証券購入や基金への繰入支出など

その他の支出 759,474,442 737,838,696 21,635,746 ⑨ 当年度の活動に関する支出のうち、前年度の

【予備費】 12,000,000 12,000,000 支出（前期末前払金）及び翌年度以降の支出

資金支出調整勘定　⑨ △ 356,939,415 △ 392,289,137 35,349,722 （期末未払金）を差し引く調整額

翌年度繰越支払資金　⑩ 1,963,704,882 2,075,139,865 △ 111,434,983 ⑩ 当年度末時点での現預金の有高

　支出の部合計 12,571,293,909 13,038,704,452 △ 467,410,543
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貸借対照表（2020年3月31日） (単位：円)

　資産の部
本年度末 前年度末 増　　減

固定資産 66,274,289,890 67,002,907,837 △ 728,617,947
　有形固定資産　① 24,163,219,616 24,830,252,684 △ 667,033,068 ① 土地、建物、構築物、備品、図書など

　特定資産　② 41,634,224,096 41,686,381,008 △ 52,156,912 ② 第3号基本金引当特定資産,その他特定資産

　その他の固定資産　③ 476,846,178 486,274,145 △ 9,427,967 ③ 施設利用権、有価証券、退職年金積立金など

流動資産　④ 2,359,843,719 2,542,843,293 △ 182,999,574 ④ 現預金、未収入金など

　資産の部合計 68,634,133,609 69,545,751,130 △ 911,617,521

　負債の部
本年度末 前年度末 増　　減

固定負債　⑤ 8,974,651,188 9,415,544,784 △ 440,893,596 ⑤ 借入金、退職給与引当金など

流動負債　⑥ 1,951,656,847 2,191,085,957 △ 239,429,110 ⑥ 1年以内に返済予定の借入金、未払金、

　負債の部合計 10,926,308,035 11,606,630,741 △ 680,322,706 前受金など

　純資産の部
本年度末 前年度末 増　　減

基本金 55,219,011,932 54,336,814,814 882,197,118 ⑦ 施設・設備等の固定資産の取得額

　第1号基本金　⑦ 37,315,042,332 36,432,845,214 882,197,118 ⑧ 教育研究基金、奨学基金など基金として継続

　第3号基本金　⑧ 17,326,969,600 17,326,969,600 0 的に保持し運用する金銭その他の資産の額

　第4号基本金　⑨ 577,000,000 577,000,000 0 ⑨ 支払資金として恒常的に保持すべき資金

繰越収支差額 2,488,813,642 3,602,305,575 △ 1,113,491,933
　純資産の部合計 57,707,825,574 57,939,120,389 △ 231,294,815
　負債及び純資産の部合計 68,634,133,609 69,545,751,130 △ 911,617,521

科　　　目

科　　　目

科　　　目



 

 

2. 2019 年度決算の概要 

 

(1) 経営状況の分析と経年比較 

① 事業活動収支計算書 

 

 事業活動収支計算書は、教育活動に係る「教育活動収支」、教育活動以外の経常的な活動に係る

「教育活動外収支」、それ以外の活動に係る「特別収支」の 3つの区分ごとに、当該会計年度の事業

活動収入及び事業活動支出の内容と、事業活動収支のバランスを明らかにするものです。 

 事業活動収支全体では、事業活動収入計が 9,071百万円（前年度比＋284百万円）、事業活動支出

計が 9,302百万円（前年度比＋146百万円）となりました。 

教育活動収支では、収支差額が△1,529 百万円で、前年度比△306 百万円となりました。収入で

は、付随事業収入や雑収入が 33百万円増となった一方で、学生生徒等納付金が 95百万円減、経常

費等補助金が 59百万円減、寄付金が 28百万円減となりました。支出では、人件費（退職給与引当

金繰入額を含む）が 147百万円増、教育研究／管理経費（減価償却額を含む）は前年度比ほぼ横ば

いとなりました。 

教育活動外収支では、収支差額が＋1,273 百万円で、前年度比＋670 百万円となりました。主と

して、基金運用収入増により受取利息・配当金収入が 671百万円増加したことによります。 

教育活動収支と教育活動外収支を合わせた経常収支では、収支差額が△256 百万円となり、前年

度比＋364百万円となりました。 

特別収支では、収支差額が＋25百万円で、前年度比△226百万円となりました。主に前年度にあ

った施設設備補助金分が減少したことによります。 

 これら 3つの区分（教育活動収支、教育活動外収支、特別収支）の収支差額を合わせた基本金組

入前当年度収支差額は、△231百万円で前年度比＋138百万円となりました。 

○ 事業活動収支計算書 （単位：百万円） （単位：百万円）

　　　科　　目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

学生生徒等納付金 4,817 4,967 5,000 5,356 5,261

手数料 123 129 125 124 125

寄付金 227 325 191 217 189

経常費等補助金 1,080 1,060 1,098 1,054 995

付随事業収入 453 464 576 603 615

雑収入 366 248 363 341 362

　教育活動収入計 7,066 7,193 7,353 7,695 7,547

人件費 4,998 4,922 4,939 4,969 5,116

教育研究経費 2,131 2,115 2,445 2,459 2,529

管理経費 1,354 1,400 1,439 1,488 1,426

徴収不能額等 7 2 4 2 5

　教育活動支出計 8,490 8,439 8,827 8,918 9,076

教育活動収支差額 △ 1,424 △ 1,246 △ 1,474 △ 1,223 △ 1,529

受取利息・配当金 1,210 499 2,506 740 1,411

その他の教育活動外収入 40 50 50 58 50

　教育活動外収入 1,250 549 2,556 798 1,461

借入金等利息 70 64 66 67 69

その他の教育活動外支出 174 152 155 128 119

　教育活動外支出 244 216 221 195 188

教育活動外収支差額 1,006 333 2,335 603 1,273

経常収支差額 △ 418 △ 913 861 △ 620 △ 256

資産売却差額 0 0 0 0 0

その他の特別収入 121 157 162 294 63

　特別収入計 121 157 162 294 63

資産処分差額 76 8 102 43 38

その他の特別支出 3 17 0 0 0

　特別支出計 79 25 102 43 38

特別収支差額 42 132 60 251 25

　基本金組入前当年度収支差額 △ 376 △ 781 921 △ 369 △ 231

　基本金組入額合計 △ 2,595 △ 598 △ 715 △ 1,175 △ 882

　当年度収支差額 △ 2,971 △ 1,379 206 △ 1,544 △ 1,113

　事業活動収入計 8,437 7,899 10,071 8,787 9,071

　事業活動支出計 8,813 8,680 9,150 9,156 9,302

教
育
活

動
収
支

事
業
活
動
収
入

事
業
活
動
支
出

教
育
活

動
外
収
支

事

業

活

動

収

入

事

業

活

動

支

出

特
別
収

支

事

業

活

動

収

入

事

業

活

動

支

出

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2015 2016 2017 2018 2019

事業活動収入 事業活動支出



 

 

 また、基本金組入額（施設の建設や拡充等のために自己資金で支出した額に相当する額）は、前

年度比 293百万円減少して 882百万円となりました。 

 結果として、当年度収支差額（教育活動収支差額＋教育活動外収支差額＋特別収支差額－基本金

組入額）は△1,113百万円となりました。 

   （単位：百万円） 

     教育活動収支 教育活動外収支 特別収支 

 
 

② 資金収支計算書 

 

 資金収支計算書は、当該会計年度の教育研究等の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容

と、支払資金（現金及びいつでも引き出すことができる預貯金）の収入及び支出のてん末を明らか

にするものです。 

 収入は、借入金や学生生徒等納付金の前受金等を含め 10,946 百万円となり、前年度繰越支払資

金 2,093百万円を加えて、13,039百万円となりました。事業活動収支計算書で述べた主な要因に加

えて、前年度に増加した新体育館建設等に係る借入金等収入が減少しました。 

○ 資金収支計算書 （単位：百万円） （単位：百万円）

　　　科　　目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

学生生徒等納付金収入 4,817 4,967 5,000 5,356 5,261

手数料収入 123 129 125 124 126

寄付金収入 294 425 192 273 228

補助金収入 1,118 1,079 1,213 1,276 999

資産売却収入 175 50 25 127 0

付随事業・収益事業収入 493 514 626 661 665

受取利息・配当金収入 1,210 499 2,506 740 1,411

雑収入 366 233 358 340 361

借入金等収入 1,147 1,953 994 1,981 124

前受金収入 820 787 815 668 757

その他の収入 39,932 2,140 2,365 2,247 1,960

資金収入調整勘定 △ 992 △ 971 △ 1,121 △ 1,254 △ 946

前年度繰越支払資金 974 1,266 1,787 2,069 2,093

　収入の部 50,477 13,071 14,885 14,608 13,039

人件費支出 5,048 4,944 4,965 4,989 5,151

教育研究経費支出 1,516 1,551 1,818 1,803 1,844

管理経費支出 1,203 1,191 1,182 1,194 1,098

借入金等利息支出 69 64 65 67 69

借入金等返済支出 2,470 448 536 674 692

施設関係支出 1,108 2,622 1,143 2,448 277

設備関係支出 213 116 108 214 204

資産運用支出 37,239 340 2,990 1,318 1,283

その他の支出 617 345 463 498 738

資金支出調整勘定 △ 272 △ 337 △ 454 △ 690 △ 392

翌年度繰越支払資金 1,266 1,787 2,069 2,093 2,075

　支出の部 50,477 13,071 14,885 14,608 13,039
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 支出は、借入金等返済や施設・設備関係支出等を含め 10,964 百万円となり、翌年度繰越支払資

金は 2,075 百万円となりました。事業活動支出で述べた主な要因（減価償却費は除く）に加えて、

前年度に増加した新体育館建設等に係る施設関連支出が減少しました。 

 

③ 活動区分資金収支計算書 

 

 

④ 貸借対照表 

 

 貸借対照表は、会計年度末における資産及び負債、基本金、繰越収支差額の状況を示し、学校法

人の財政状態を明らかにするものです。 

 2020年 3月 31日現在、資産の部合計は 68,634百万円、負債の部合計は 10,926百万円、純資産

の部合計（資産の部合計から負債の部合計を引いた正味財産）は 57,708百万円となりました。 

  

○ 活動区分資金収支計算書 （単位：百万円）

　　　科　　目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

教育活動による資金収支

教育活動資金収入計 7,064 7,174 7,312 7,686 7,541

教育活動資金支出計 7,594 7,533 7,809 7,859 7,973

差引 △ 530 △ 359 △ 497 △ 173 △ 432

調整勘定等 63 122 △ 64 △ 188 22

教育活動資金収支差額 △ 467 △ 237 △ 561 △ 361 △ 410

施設整備等活動による資金収支

施設整備等活動資金収入計 426 1,174 1,412 2,141 1,383

施設整備等活動資金支出計 20,121 2,738 1,900 3,372 481

差引 △ 19,695 △ 1,564 △ 488 △ 1,231 902

調整勘定等 △ 101 7 22 47 65

施設整備等活動資金収支差額 △ 19,796 △ 1,557 △ 466 △ 1,184 967

△ 20,263 △ 1,794 △ 1,027 △ 1,545 557
その他の活動による資金収支

その他の活動資金収入計 41,908 3,384 4,530 2,968 1,772

その他の活動資金支出計 21,234 1,071 3,220 1,537 2,210

差引 20,674 2,313 1,310 1,431 △ 438

調整勘定等 △ 119 2 △ 1 138 △ 136

その他の活動資金収支差額 20,555 2,315 1,309 1,569 △ 574

292 521 282 24 △ 17

前年度繰越支払資金 974 1,266 1,787 2,069 2,092

翌年度繰越支払資金 1,266 1,787 2,069 2,093 2,075

小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）

支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）

○ 貸借対照表 （単位：百万円） （単位：百万円）

　　　科　　目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

固定資産 64,793 65,147 66,115 67,003 66,274

流動資産 1,530 1,943 2,409 2,543 2,360

　資産の部合計 66,323 67,090 68,524 69,546 68,634

固定負債 6,493 7,860 8,198 9,416 8,974

流動負債 1,663 1,844 2,018 2,191 1,952

　負債の部合計 8,156 9,704 10,216 11,607 10,926

基本金 53,220 53,818 53,872 54,337 55,219

繰越収支差額 4,947 3,568 4,436 3,602 2,489

　純資産の部合計 58,167 57,386 58,308 57,939 57,708

負債及び純資産の部合計 66,323 67,090 68,524 69,546 68,634

0

20,000
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⑤ 収益事業会計 

 

 2015年 7月から売電を開始した太陽光発電事業は、売電収入として 113百万円を計上し、経費等

を差し引き、学校会計に 50百万円を繰り入れました。 

 

（2） 経営上の成果と課題、今後の方針・対応方策 

2019年度は前年度に比べ事業活動収支が改善したものの、補助金収入の減少や人件費・減価償却額が

増加し支出超過となりましたが、少人数教育に起因した ICU特有の財政構造を踏まえ、新たな収益事業

である太陽光発電事業による収入や経費削減のための諸施策実施等により、収支改善に向かって着実に

成果を上げています。 

また、大学本館、理学館、学生会館等の教育施設の大規模な改修計画を検討しており、数年内に順次計画

的に実施していく予定です。これら施設整備に要する資金は、金利が低位安定して借入の環境が良好なため、

外部機関からの長期借入で調達する方針としており、現在460億円ほどの基金を株式、債券、ヘッジファンド、

不動産等の有価証券に投資することによって生じる運用益を計画的かつ効果的に活用し、中長期的な財政の

安定を図っていきます。 

 

  

〇　損益計算書 （単位：百万円）

　　　科　　目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

売上高 79 111 113 118 113

売上原価 40 51 51 50 51

売上総利益 39 60 62 68 62

販売費および一般管理費 3 4 9 6 10

営業利益 36 56 53 62 52

営業外収益 59 0 0 0 0

営業外費用 5 5 4 4 4

経常利益 90 51 49 58 48

学校会計繰入前利益 90 51 49 58 48

学校会計繰入金支出 40 50 50 58 50

税引前当期純損益 50 1 △ 1 0 2

法人税、住民税及び事業税 0 0 0 0 0

当期純損益 50 1 △ 1 0 △ 2

〇貸借対照表 （単位：百万円）

　　　科　　目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

流動資産 16 25 35 38 45
固定資産 651 612 573 534 495
資産合計 667 637 608 572 540
流動負債 35 37 42 38 42
固定負債 579 546 513 480 447
負債合計 614 583 555 518 489
純資産合計 53 54 53 54 51
負債・純資産合計 667 637 608 572 540



 

 

 

（3）財務比率の経年比較 

 

 

 

○ 事業活動収支計算書関係比率（大学） （単位：％）

比　率 算式（*100）
評価
*1

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
全国平均

*2

人件費

経常収入

人件費

学生生徒等納付金

教育研究経費

経常収入

管理経費

経常収入

借入金等利息

経常収入

基本金組入前当年度収支差額

事業活動収入

事業活動支出

事業活動収入-基本金組入額

学生生徒等納付金

経常収入

寄付金

事業活動収入

教育活動収支の寄付金

経常収入

補助金

事業活動収入

教育活動収支の補助金

経常収入

基本金組入額

帰属収入

121.8 100.9⑦基本金組入後収支比率 ▼ 115.1163.1 122.9 95.2

△ 4.4 8.1

⑬基本金組入率 △ 10.135.0 9.0 7.7 14.3 9.0

⑥事業活動収支差額比率 △ △ 3.5△ 6.0 △ 11.9 12.2

10.2 7.9

⑩経常寄付金比率 △ 2.23.0 4.8 1.7

19.4 7.4

⑤借入金等利息比率 ▼ 0.80.9 0.9 0.7 0.8 0.1

④管理経費比率 ▼ 17.618.5 20.8 15.8

88.3 60.9

③教育研究経費比率 △ 28.325.7 27.0 22.3 29.0 35.1

②人件費依存率 ▼ 93.7101.0 95.5 95.5

①人件費比率 ▼ 55.559.1 63.1 47.8 57.0 49.3

⑫経常補助金比率 △ 8.711.3 11.8 9.1

2.7 1.2

⑪補助金比率 △ 8.711.6 11.7 10.2 12.8 8.3

64.6 81.0

⑨寄付金比率 △ 2.94.0 6.4 2.2 3.5 1.7

⑧学生生徒等納付金比率 ― 59.258.5 66.1 50.0

○ 事業活動収支計算書関係比率（法人全体） （単位：％）

比　率 算式（*100）
評価
*1

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
全国平均

*2

人件費

経常収入

人件費

学生生徒等納付金

教育研究経費

経常収入

管理経費

経常収入

借入金等利息

経常収入

基本金組入前当年度収支差額

事業活動収入

事業活動支出

事業活動収入-基本金組入額

学生生徒等納付金

経常収入

寄付金

事業活動収入

教育活動収支の寄付金

経常収入

補助金

事業活動収入

教育活動収支の補助金

経常収入

基本金組入額

帰属収入
13.4 10.8

⑦基本金組入後収支比率 ▼ 113.6150.9 118.9 97.8 120.3 107.0

⑬基本金組入率 △ 9.730.8 7.6 7.1

14.5 12.6

⑫経常補助金比率 △ 11.013.0 13.7 11.1

0.8 0.2

⑥事業活動収支差額比率 △ △ 2.5△ 4.5 △ 9.9 9.1 △ 4.2 4.6

⑤借入金等利息比率 ▼ 0.80.8 0.8 0.7

④管理経費比率 ▼ 15.816.3 18.1 14.5 17.5 8.8

③教育研究経費比率 △ 28.125.6 27.3 24.7

92.8 70.9

①人件費比率 ▼ 56.860.1 63.6 49.8

29.0 33.4

12.4 12.2

⑪補助金比率 △ 11.013.3 13.7 12.0

3.3 2.1

⑩経常寄付金比率 △ 2.12.7 4.2 1.9 2.6 1.4

⑨寄付金比率 △ 2.73.7 5.5 2.4

⑧学生生徒等納付金比率 ― 58.457.9 64.2 50.5 63.1 74.8

58.5 53.0

②人件費依存率 ▼ 97.2103.7 99.1 98.8



 

 

 

 

  

○ 貸借対照表関係比率（法人全体） （単位：％）

比　率 算式（*100）
評価
*1

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
全国平均

*2

固定資産

総資産

有形固定資産

総資産

特定資産

総資産

流動資産

総資産

固定負債

負債＋純資産

流動負債

負債＋純資産

運用資産－総負債

総資産

純資産

負債＋純資産

繰越収支差額

負債＋純資産

固定資産

純資産

固定資産

純資産+固定負債

流動資産

流動負債

総負債

総資産

総負債

純資産

基本金

基本金要組入額

*1　評価： △ 高い値がよい　　▼ 低い値がよい　　－ どちらともいえない
*2　2018年度全国平均（医歯薬系法人を除く）（「令和元年度今日の私学財政（日本私立学校振興・共済事業団）」より）

20.0 13.9

⑮基本金比率 △ 88.391.5 89.5 89.1 87.4 97.3

⑭負債比率 ▼ 18.914.0 16.9 17.5

116.1 246.6

⑬総負債比率 ▼ 15.912.3 14.5 14.9 16.7 12.2

⑫流動比率 △ 120.992.0 105.4 119.3

115.6 98.8

⑪固定長期適合率 ▼ 99.4100.2 99.8 99.4 99.5 91.7

⑩固定比率 ▼ 114.8111.4 113.5 113.4

⑨繰越収支差額構成比率 △ 3.67.5 5.3 6.5 5.2 △ 14.3

⑧純資産構成比率 △ 84.187.7 85.5 85.1

3.2 5.4

⑤固定負債構成比率 ▼ 13.19.8 11.7 12.0

83.3 87.8

96.3 86.8

④流動資産構成比率 △ 3.42.3 2.9 3.5 3.7 13.2

①固定資産構成比率 ▼ 96.697.7 97.1 96.5

②有形固定資産構成比率 ▼ 32.1 34.5 34.0 335.7 35.2 59.9

⑦内部留保資産比率 △ 54.5 50.1 49.9 46.3 47.8 25.7

③特定資産構成比率 △ 64.5 61.7 61.6 59.9 60.7 22.2

13.5 6.8

⑥流動負債構成比率 ▼ 2.82.5 2.7 2.9



 

 

 

（4） その他 

① 有価証券の状況 （単位：円） 

 

 

② 借入金の状況 （単位：円） 

 

 

③ 学校法人出資による会社の状況 

 
 

貸借対照表計上額 時　　　価 差　　　額

債券 - - -

株式 2,188,165,087 1,973,038,100 △ 215,126,987

投資信託 39,247,801,399 41,387,729,131 2,139,927,732

貸付信託 - - -

合　計 41,435,966,486 43,360,767,231 1,924,800,745

時価のない有価証券 19,009,288

有価証券合計 41,454,975,774

種類
当　年　度　（2020年3月31日）

期首残高 期末残高 利　　率 返 済 期 限 摘　　　　　要

日本私立学校振興・
共済事業団

2,766,920,000 2,516,280,000 0.50〜2.20% 2035年9月15日

オスマー図書館・ディフェンドルファー記念館
西棟・セントラルロッカー棟・　グローバルハ
ウス・アラムナイハウス・ダイアログハウス・
欅寮・銀杏寮・樫寮建設費、大学本館耐震
改築、樅・楓寮建設費

（財）東京都私学財団 498,626,000 446,140,000 0.6％、1.00% 2029年6月5日 高校体育館建設費（土地担保）

小　　計 3,265,546,000 2,962,420,000

（株）三井住友銀行 1,625,356,700 1,527,685,100 0.47% 2037年1月30日 樅・楓寮建設費、高校校舎改修費

三井住友信託銀行（株） 869,500,000 819,700,000 0.575% 2037年9月30日 新体育施設建設費、高校校舎改修費

小　　計 4,328,018,700 4,199,283,100

小　　計 0 0

692,003,600 555,861,600

692,003,600 555,861,600

8,285,568,300 7,717,564,700

（注）※は長期借入金で返済期限が１年以内になるものである。

1,734,126,000

7,161,703,100

そ
の
他

借　　入　　先

公
的
金

融
機
関

（株）三菱UFJ銀行 1,833,162,000

（株）横浜銀行 0 117,772,000

0.6%、0.64% 2038年11月29日
新体育施設建設費、高校校舎改修費、
高校校舎付加価値工事費

0.77% 2040年2月29日
教職員住宅改修費、教職員共同住宅建設
費

合　計

短

期

借

入

金

市
中
金

融
機
関

返 済 期 限 が 1 年 以 内 の
長 期 借 入 金

計

7,593,564,700

長
　
期

　
借
　
入
　
金

計

　　当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。
　　① 名称及び事業内容　　株式会社ＩＣＵサービス　　物品調達事業、自販機事業、損害保険代理業ほか
　　② 資本金の額　　　　　　　　　　　　 9,000,000円
　　③ 学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の入手日
　　　　　　　 2010年7月1日　　9,000,000円　　180株
　　　　　　　 総出資金額に占める割合　　　100％
　　④ 当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の取引の額
　　　　当該会社からの受入額　　　寄付金　17,500,000円、賃料等　6,435,789円
　　　　当該会社への支払額　　物品調達等　1,747,710円、印刷製本費　1,326,587円、保険料　1,398,912円
　　⑤ 当該会社の債務に係る保証債務　　学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。


